
Ｃ-２水準関連審査の
申請方法

・医師アカウントの作成
・技能研修計画の作成
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Ｃ-２水準関連審査を申請する
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技能研修計画を作成する
医師の皆様
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（初めて作成する場合）
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【医師アカウントの作成】



医師アカウントの作成 ①

医師が技能研修計画を作成するために、新規アカウント
登録ページより、医師アカウントを作成してください。

医師の働き方改革Ｃ-２審査申請ナビのＣ-２水準を
申請するというボタンをクリックすると画面にご提示してい
るようなページに進みます。

医師アカウントの作成の為に新規アカウント登録ページ
というアイコンがございますのでこちらをクリックしてくださ
い。

医師アカウントの作成には、医師等資格確認検索シス
テムに、アカウント作成を希望する医師の氏名や医籍番
号等が登録されている必要があります。

本検索システムに登録されていない医師は、医師アカウ
ントを作成するために、当該システムへの登録手続きを
行ってください。未登録の状態ですと、Ｃ-２水準審査事
務局が医師免許を有する医師であることが確認できず、
Ｃｰ２水準の審査システムにおける医師アカウントは発行
されません。
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初めて作成する場合



医師アカウントの作成 ②
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医師アカウント発行申請のアイコンをクリックしますと、基本情報の入力ページが表示されます。
入力様式に沿って必要事項を入力してください。
専門医資格を保有している場合は、資格情報も入力してください。
医師アカウント発行申請を行うと、メールアドレス認証のメールが自動送信されるため、受信したメールの認証ＵＲＬ
をクリックして申請を完了してください。
なお、Ｃｰ２水準審査システムの医師アカウントの発行には、申請から３営業日（土日祝日を除く）程度を要します。

初めて作成する場合
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【技能研修計画の作成・提出】



ログイン（技能研修計画の作成を行う医師）

発行された医師アカウントを用いて、ログインしてくだ
さい。
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初めて作成する場合



医師マイページ

ログイン後、マイページが表示されます。
「医師登録情報の変更」を押すと、登録情報の編集画面へ移動します。
「技能研修計画の作成」を押すと、技能研修計画の編集画面へ移動します。

技能の修練を予定する医療機関が、医療機関アカウントを取得していない場合、その医療機関名では技能研修
計画が作成できません。 

Point
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初めて作成する場合



技能研修計画の作成 ①

研修計画期間（最長３年）を記載
技能研修計画は研修医療機関が変更となる
場合は新規で申請が必要です。

技能の内容を記載
•領域（基本19領域から選択）
•技能名（臓器または病態と医療行為を組
み合わせて技能名を作成）

•Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能の考
え方（いずれか選択）

•技能の修得にやむを得ず長時間労働が必
要となる根拠（複数選択可）

入力様式に沿って、項目を埋めてください。

技能研修計画を円滑に作成・申請するために、研
修予定の技能を指導する医師とご相談いただくこと
を推奨します。

なお、技能の修練を予定している医療機関が、医
療機関アカウントを取得していない場合、その医療
機関名での申請はできませんのでご注意ください。

Point
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初めて作成する場合



技能研修計画の作成 ②

その他、技能修得のために必要
な業務を記載

申請した技能分野の当該医療
機関におけるＣ-２水準の指定
について
指定状況を選択してください。

当該技能の修得に関する技能の
研修予定症例数を記載
•１行目は申請するＣ-２水準の技能の修
得のために最も関連の強い個別の技能／
技術

•２行目以降は申請するＣ-２水準の技能
の修得のために必要とされる個別の技能
／技術を想定されるだけ記載

•件数は計画年別に記載
•所属医療機関の年間見込み症例数も記載

「PDFダウンロード」を押すと、入力内容が反映された技能研修計画のＰＤＦがダウンロードできます。
「一時保存」を押すと、一時保存ができます。
「提出チェック 」を押すと、提出前の内容確認画面に移動します。
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初めて作成する場合



提出前の内容確認

前ページの「提出チェック 」を押すと、提出前の内容確認画
面が表示されます。
内容を確認後、一番下にございます、提出を押しますと、技能
研修を予定している医療機関へ提出されます。
戻るを押すと、技能研修計画の作成画面に戻ります。

その後、医療機関の承認を経て、医療機関が作成済み技能
研修計画をＣ-２水準審査事務局へ提出します。
Ｃ-２水準審査事務局が提出を確認後、審査が行われます。
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医師が技能研修計画書を提出すると、医療機関
宛てに、申請書が提出されたことを知らせるメール
が自動で配信されます。

医師が操作を試す等の理由で、申請書を作成して
いる途中に提出ボタンを押した場合でも、医療機関
にメールが配信されますのでご注意ください。

ご注意ください

初めて作成する場合



技能研修計画ステータス

作成中

提出済み

医師マイページで技能研修計画の作成や提
出に関わるステータスが表示されます。

技能研修計画のステータスが「作成中」や「医
療機関差戻し」の場合は、「削除」のチェック
ボックスにチェック  をいれ、１行目の「削除」
を押せば削除が可能です。

ステータスが「医療機関提出済み」に変わる
と、「削除」のチェックボックスは消失しますが、
「キャンセル」した場合は再度編集や削除が可
能となります。

ステータスが「医療機関受理」や「院内承認
済」に変わると、「キャンセル」表示は消失し、申
請医師側から技能研修計画の提出はキャンセ
ルできなくなります。キャンセルを希望する場合
は、技能を修練予定の医療機関に「差戻し」
を依頼するか、画面右上の「お問合せ」から、
Ｃ-２水準審査事務局までお問合せください。
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医療機関受理

初めて作成する場合



技能研修計画を作成する
医師の皆様
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（過去に計画の承認を
受けている場合）



医師マイページ

ログイン後、マイページが表示されます。
「医師登録情報の変更」を押すと、登録情報の編集画面へ移動します。
「技能研修計画の作成」を押すと、技能研修計画の編集画面へ移動します。

技能の修練を予定する医療機関が、医療機関アカウントを取得していない場合、その医療機関名では技能研修
計画が作成できません。 

Point
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過去に計画の承認を受けている場合

終期が近い技能研修計画
書がある場合
過去に技能研修計画の承
認を受けたことがあり、
そのうちで研修計画期間
の終期まで１年未満と
なっている計画がある場
合は、「お知らせ」にア
ナウンスが表示されます。
このアナウンスは、該当
の技能研修計画について
新しい申請書が提出され
るまで継続して表示され
ます。



技能研修計画の作成 ①

研修計画期間（最長３年）を記載
技能研修計画は研修医療機関が変更となる
場合は新規で申請が必要です。

技能の内容を記載
•領域（基本19領域から選択）
•技能名（臓器または病態と医療行為を組
み合わせて技能名を作成）

•Ｃ-２水準の対象技能となり得る技能の考
え方（いずれか選択）

•技能の修得にやむを得ず長時間労働が必
要となる根拠（複数選択可）

入力様式に沿って、項目を埋めてください。

技能研修計画を円滑に作成・申請するために、研
修予定の技能を指導する医師とご相談いただくこと
を推奨します。

なお、技能の修練を予定している医療機関が、医
療機関アカウントを取得していない場合、その医療
機関名での申請はできませんのでご注意ください

Point
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過去に計画の承認を受けている場合



技能研修計画の作成 ②

その他、技能修得のために必要
な業務を記載

申請した技能分野の当該医療
機関におけるＣ-２水準の指定
について
指定状況を選択してください。

当該技能の修得に関する技能の
研修予定症例数を記載
•１行目は申請するＣ-２水準の技能の修
得のために最も関連の強い個別の技能／
技術

•２行目以降は申請するＣ-２水準の技能
の修得のために必要とされる個別の技能
／技術を想定されるだけ記載

•件数は計画年別に記載
•所属医療機関の年間見込み症例数も記載

「PDFダウンロード」を押すと、入力内容が反映された技能研修計画のＰＤＦがダウンロードできます。
「一時保存」を押すと、一時保存ができます。
「提出チェック 」を押すと、提出前の内容確認画面に移動します。
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過去に計画の承認を受けている場合



提出前の内容確認

前ページの「提出チェック 」を押すと、提出前の内容確認画
面が表示されます。
内容を確認後、一番下にございます、提出を押しますと、技能
研修を予定している医療機関へ提出されます。
戻るを押すと、技能研修計画の作成画面に戻ります。

その後、医療機関の承認を経て、医療機関が作成済み技能
研修計画をＣ-２水準審査事務局へ提出します。
Ｃ-２水準審査事務局が提出を確認後、審査が行われます。
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医師が技能研修計画書を提出すると、医療機関
宛てに、申請書が提出されたことを知らせるメール
が自動で配信されます。

医師が操作を試す等の理由で、申請書を作成して
いる途中に提出ボタンを押した場合でも、医療機関
にメールが配信されますのでご注意ください。

ご注意ください

過去に計画の承認を受けている場合



作成中

提出済み

医療機関受理

技能研修計画ステータス

医師マイページで技能研修計画の作成や
提出に関わるステータスが表示されます。

技能研修計画のステータスが「作成中」や
「医療機関差戻し」の場合は、「削除」の
チェックボックスにチェック  をいれ、１行目
の「削除」を押せば削除が可能です。

ステータスが「医療機関提出済み」に変わ
ると、「削除」のチェックボックスは消失します
が、「キャンセル」した場合は再度編集や削
除が可能となります。

ステータスが「医療機関受理」や「院内承
認済」に変わると、「キャンセル」表示は消失
し、申請医師側から技能研修計画の提出
はキャンセルできなくなります。キャンセルを希
望する場合は、技能を修練予定の医療機
関に「差戻し」を依頼するか、画面右上の
「お問合せ」から、Ｃ-２水準審査事務局ま
でお問合せください。
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過去に計画の承認を受けている場合

承認済み



技能研修計画を複製して作成する方法 ①
過去に技能研修計画の承認を受けたことがある場合は、そ
の際に提出した承認済みの技能研修計画書の内容をもと
に、以下の２つの方法により新しい申請書を作成すること
ができます。

①技能研修計画の「一覧画面」から作成する

技能研修計画の一覧画面には、現在作成中、あるいは過
去に承認済みとなった技能研修計画書がすべて表示されま
す。

承認済みの申請書に表示されている「複製して作成」のボ
タンを押すと、新しい申請書に下記の記載情報が複製され
た状態で、作成を始めることができます。

・都道府県、医療機関名、所属診療科

・技能の内容（研修予定の技能がすべて複製されます）

・その他、技能習得のために必要な業務

・申請技能分野の当該医療におけるC-2水準の指定に
ついて

情報を複製した場合でも、各項目の入力欄は自由に書き
換えることが可能です。必ず新しい申請書の提出時点に応
じた内容を入力してください。
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過去に計画の承認を受けている場合



技能研修計画を複製して作成する方法 ② 過去に計画の承認を受けている場合
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②技能研修計画書の「参照画面」から作成する

過去に承認済みの技能研修計画書を参照している場合、画面
最下部に「複製して作成」のボタンが表示されます。

このボタンを押すと、新しい申請書に記載情報の一部が複製され
た状態で、作成を始めることができます。

（複製される情報は、技能研修計画の一覧画面から「複製して
作成」ボタンを押下した場合と同じです）
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過去に承認を受けた技能研修計画がある場合は、新しい申請
書の作成画面から、承認済みの申請書を参照しながら作成する
ことが可能です。

申請書の作成時、画面上部に「承認済み技能研修計画書」の
欄が表示されます。

ここから参照したい申請書を選択し、「参照」ボタンを押すと、該
当の申請書がブラウザの別ウィンドウで開きます。

過去の技能研修計画を参照しながら作成する方法 過去に計画の承認を受けている場合



Ｃｰ２水準関連審査お問合せ

お問い合わせは「医師の働き方改革Ｃ２審査・申請ナビ」
よりお願いいたします。

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

22

https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/
https://c2-shinsasoshiki.mhlw.go.jp/

